
 

 

 

 

 

 

住民監査請求（６月10日受付）の監査結果について 

 

次の住民監査請求について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条に基づき監査委員が監査を

行いましたので、監査結果を公表します。 

 

職員に対する出張旅費及び給与の支給に関するもの 
経過 

令和６年６月10日 職員措置請求書受付 

令和６年６月14日 監査委員会議にて審議（要件審査） 

令和６年７月10日 請求人及び監査対象局職員の陳述 

令和６年７月31日 監査委員会議にて審議（結果決定） 

 

監査請求の要旨 

  令和元年、令和５年及び令和６年の横浜市の教員による児童生徒へのわいせつ事案の裁判４件

の傍聴に、教育委員会事務局の職員を動員（以下「本件職員動員」といいます。）したことについ

て、「動員された職員に支払われた出張旅費」及び「給与が動員された職員に支払われたこと」は

「両方とも不正な公金の支出になる」ため、「横浜市の損害を賠償しなければならない」。 

 

監査の結果 

本件請求について、請求人の主張に理由がないと認めます。（棄却） 

＜監査委員の判断＞ 

 (1) 本件職員動員について 

   監査結果公表文10ページから11ページまでに記載のとおり 

 (2) 本件各出張命令について 

   監査結果公表文11ページから12ページまでに記載のとおり 

 (3) 本件職員動員に基づく公金の支出について 

   監査結果公表文13ページから15ページまでに記載のとおり 

以上のことから、本件職員動員により出張した職員に対する監査対象期間における出張旅費の

支給及び当該出張の期間に係る１時間当たりの給与額を減額せずに支給したことについては違法

又は不当な財務会計上の行為に該当するとは言えず、請求人の主張には理由がないと判断しまし

た。 

 

＜意見＞（監査結果公表文15ページから16ページまでに記載） 

  まず、検証結果において、本件職員動員が、憲法違反ではないが公開裁判の原則の趣旨に反す

る行為であるとされたこと及び教育委員会として行うべき職務の範囲を逸脱しており、その意味

において地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条に反し、違法であるとされたことは、

教育委員会において重く受け止めるべきです。 

  本件請求に関し、教育委員会は、法第199条第８項の規定に基づく監査委員からの質問及び書類

の提出依頼に対して、「検証チーム」の検証中であることを理由にして、法第242条第６項に定め

る期間間際まで書類を提出せず、また、対応方針も示しませんでした。 

  このことは、時間的な制約のある住民監査請求の監査において、監査委員が余裕のない中で判

断せざるを得ない状況につながり、監査過程に重大な影響を与えたと言わざるを得ず、大いに反

省を求めます。 

 

  

令 和 ６ 年 ８ 月 ５ 日 
監査事務局監査管理課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 



 

  また、本件職員動員による出張命令は、外部からの問合せにより調査し、見直されるまで、組織

的に継続して行われていました。検証結果において、「教育長及び各学校教育事務所長の本件動員

の意思決定」の法的問題については結論を得るに至っていないことから、教育委員会においては、

検証結果も踏まえて、本件職員動員の問題点を明らかにし、再発防止に向けた抜本的な改善につ

ながる取組をされるよう求めます。 

  教育委員会は、横浜市立小中学校506校、教職員数２万人を超える巨大組織であり、組織運営に

当たり苦労されることも多くあろうと想像します。そのような中でも、教職員は、約26万人の児

童生徒と真摯に向き合い、児童生徒が健やかに育ってゆくための取組を熱心に行っていくことが

必要です。 

  本件請求を契機に、市民の教育委員会への信頼回復のため、今後の組織風土改革に期待します。 

 

 【参考：住民監査請求の監査結果（一覧）】 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/kansa/kekka/kekka-ju.html 

 

【参考】地方自治法抜粋 

（住民監査請求） 

第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普

通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約

の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある（当該行為がなされることが相当の確実さ

をもつて予測される場合を含む。）と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若し

くは財産の管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるときは、これらを証する書面を

添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、

又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措

置を講ずべきことを請求することができる。 

２～４ 省略 

５ 第１項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認める

ときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由が

あると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必

要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しな

ければならない。 

６～11 省略 

 

お問合せ先 

監査事務局監査管理課長  尾崎 太郎  Tel 045-671-3354 
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第１ 監査の結果 

   本件請求について、請求人の主張に理由がないと認めます。 

 

第２ 請求の受付 

 １ 請求人 

   (略) 

 

 ２ 請求書の提出日 

   令和６年６月 10 日 

 

 ３ 請求の内容 

   請求の内容は、別紙１のとおりです。 

 

 ４ 要件審査 

   監査委員は、令和６年６月14日に要件審査を行い、本件請求が地方自治法（昭和22年法

律第67号。以下「法」といいます。）第242条所定の要件を備えているものと認め、監査

を実施することを決定しました。 

 

第３ 監査の実施 

 １ 監査対象事項の決定 

   令和元年、令和５年及び令和６年の横浜市の教員による児童生徒へのわいせつ事案の裁

判４件（以下「本件裁判」といいます。）の傍聴について、教育委員会事務局の職員（会

計年度任用職員を含む。以下「事務局職員」といいます。）を動員（以下「本件職員動員」

といいます。）し、その出張した職員に対する令和５年６月11日から令和６年６月10日ま

で（以下「監査対象期間」といいます。）の出張旅費の支給及び当該出張の期間に係る１

時間当たりの給与額を減額せずに支給したことが、違法又は不当な財務会計上の行為に該

当するか否かを監査対象事項としました。 

   なお、本件請求は、令和元年からの本件職員動員により出張した事務局職員に対する出

張旅費及び当該出張の期間に係る給与の支出についての請求であるところ、住民監査請求



 

２ 

は、法第242条第２項の規定により当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過し

たときは、これをすることができないと規定されていることから、請求のあった日以前１

年間における本件職員動員により出張した事務局職員に対する出張旅費の支給及び当該出

張の期間に係る１時間当たりの給与額を対象として監査を実施することとします。 

 

 ２ 監査対象局 

   教育委員会事務局を監査対象局としました。 

 

 ３ 証拠の提出及び陳述の聴取 

   監査委員は、法第242条第７項の規定に基づき、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を

設け、令和６年７月５日及び同月13日に追加の証拠の提出を受けるとともに、令和６年７

月10日に陳述を聴取しました。 

   また、監査委員は、令和６年７月３日に監査対象局から見解書（別紙２のとおり）の提

出を受けるとともに、令和６年７月 10 日に監査対象局職員から陳述を聴取しました。 

   その後、令和６年７月 26 日に監査対象局から「公判傍聴への職員動員にかかる検証結

果報告書」及び「公判傍聴への職員動員にかかる検証結果報告書を受けた対応について」

の提出を受けました。 

 

第４ 監査の結果 

 １ 請求人及び監査対象局職員の陳述 

   請求人及び監査対象局職員から聴取した陳述内容は、別紙３のとおりです。 

 

 ２ 事実関係の確認 

   請求人からの提出書面及び請求人の陳述、監査対象局からの提出書面及び監査対象局職

員の陳述並びに監査委員の調査により、監査対象事項について、次の事実を認めました。 

  (1) 本件職員動員について 

    監査対象局では、横浜地方裁判所で行われた本件裁判の公判について、平成 31 年４

月に被害者側を支援する団体（ＮＰＯ法人）からの要請を受け、児童生徒に関するプ

ライバシー情報への配慮を目的として、法廷の傍聴席を埋めるために事務局職員に傍
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聴を呼びかけ、本件職員動員を行いました。 

傍聴の呼びかけは、平成31年４月９日に教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・

児童生徒課から教育長に説明の上、公判期日ごとに学校教育事務所から依頼文書（以下

「傍聴依頼文書」といいます。）を発出する方法で行われ、学校教育事務所長から関係

部長宛てとなっていました。 

傍聴依頼文書では、「教育委員会（事務局）としては、以下のとおり応援体制を設け

ます。」として、各方面別の学校教育事務所、人権健康教育部及び教職員人事部等に対

して、応援人数が割り当てられていました。 

なお、令和６年５月20日付「不祥事事案にかかる公判への傍聴について（通知）」に

より、今後は、裁判の公益性に鑑み、教育委員会として関係部署への傍聴の協力依頼を

行わないことが教育委員会事務局教職員人事部教職員人事課長から各方面別の学校教育

事務所長宛てに通知されました。 

  (2) 事務局職員の出張旅費について 

    事務局職員の出張については、任命権者である教育委員会又は地方教育行政の組織及

び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 25 条第１項及び教育長に委任する事務

等に関する規則（昭和 29 年２月横浜市教育委員会規則第１号）第２条の規定により、

その権限に属する事務の委任を受けた教育長の権限で出張命令及び出張旅費の支給の決

定を行い、支出命令権者である市長に対して支出命令を出すよう請求します。 

    事務局職員の市内出張については、横浜市教育委員会事務局等専決規程（平成３年３

月横浜市教育委員会達第１号）第７条第１項第10号の規定により教育委員会事務局の課

長及び室長（以下「事務局課長」といいます。）が専決します。 

    職員が出張したときは、横浜市職員服務規程（平成21年３月達第３号）第６条の規定

により、復命書又は口頭により復命することとなっています。 

職員が公務により出張したときは、横浜市旅費条例（昭和23年10月横浜市条例第73号）

等の規定に基づき、旅費が支給されます。 

    事務局職員の出張旅費の支出命令は、法第232条の４第１項の規定により、市長の権

限で行います。 

庶務事務システムを利用する職員等に係る旅費（集約化事務に係るものに限る。）の

支給に関する事務については横浜市事務分掌規則（昭和27年10月横浜市規則第68号）及



 

４ 

び横浜市事務決裁規程（昭和47年８月達第29号）別表第１の規定により、支出命令に関

することは課長専決事項です。 

また、市長が行う教育事務等については、法第180条の２及び市長の管理執行する教

育事務等についての教育次長等の補助執行に関する規程（昭和48年３月達第９号）の規

定に基づき、一部を除き教育次長その他の職員が補助執行し、横浜市事務決裁規程その

他市の諸規程の定めるところにより処理することとなっており、横浜市事務決裁規程別

表第１の規定により、支出命令に関することは課長専決事項です。 

そのため、事務局職員の出張旅費に係る支出命令については、事務局課長（庶務事務

システムを利用する職員の出張旅費に係るもの（集約化事務に係るものに限る。以下同

じ。）にあっては横浜市事務分掌規則第３条人事部の項労務課の部第10号の規定により

総務局人事部労務課の課長）が行います。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（事務の委任等） 

第25条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事

務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 

（第２項から第４項まで省略） 

地方自治法（抜粋） 

第 180 条の２ 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通

地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の

委員長（教育委員会にあつては、教育長）、委員若しくはこれらの執行機関の事務

を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又

はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属す

る機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方

公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。 

 

（支出の方法） 

第 232 条の４ 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命

令がなければ、支出をすることができない。 

（第２項省略） 

教育長に委任する事務等に関する規則（抜粋） 

(教育長に委任する事務) 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項及び教育委員会事務の委任等に関する規則

(昭和28年10月横浜市教育委員会規則第４号)第２条に定めるものを除き、その権限

に属する教育事務を教育長に委任する。 

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

(2) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評

価に関すること。 

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関するこ

と。 



 

５ 

(4) 法第 29 条に規定する教育予算その他議会の議決を経るべき事件についての意

見申出に関すること。 

(5) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関するこ

と。 

(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任

免その他の人事に関すること。 

(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の懲

戒及び分限に関すること。 

(8) 法令または条例に定めのある附属機関の委員の委嘱に関すること。 

(9) 教科書の採択に関すること。 

(10) 通学区域の設定及び変更に関すること。 

(11) 文化財の指定及びその解除に関すること。 

(12) 表彰に関すること。 

(13) 不服申立て(教育長に委任された行政処分に係るものを除く。次条第１項に

おいて同じ。)及び訴訟等に関すること。 

(14) 行政文書及び個人情報の開示決定等に関すること。 

(15) 学校運営協議会の設置及び委員の任命に関すること。 

(16) 前各号に掲げる事項に係る請願及び陳情に関すること。 

横浜市教育委員会事務局等専決規程（抜粋） 

(事務局課長共通専決事項) 

第７条 事務局課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。 

   （第１号から第９号まで省略） 

(10) 職員の市内出張に関すること。 

   （第 11 号及び第２項省略） 

横浜市職員服務規程（抜粋） 

(出張及び復命) 

第６条 （第１項省略） 

２ 職員は、上司に随行した場合を除き、出張が終了した場合は、復命書を作成し、

命令者に提出しなければならない。ただし、軽易な出張の場合又は特に命令者が認

めた場合には、口頭により復命することができる。 

市長の管理執行する教育事務等についての教育次長等の補助執行に関する規程（抜

粋） 

（補助執行） 

第１条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の２の規定に基づき、市

長が管理し、及び執行する教育に関する事務等については、財産(横浜市物品規則

(令和６年３月横浜市規則第27号)第４条(3)に定める物品及び地方自治法第240条第

１項に定める債権を除く。)の売却、譲渡その他の処分に関することを除き、教育

委員会事務局の教育次長その他の職員をして補助執行させる。 

 

（教育委員会事務局の教育次長等の事務処理） 

第２条 教育委員会事務局の教育次長、部長、学校教育事務所長、担当部長、課長、

室長及び担当課長は、前条の規定により補助執行する事務（以下「補助執行事務」

という。）を、次条に規定するものを除くほか、横浜市事務決裁規程（昭和47年８

月達第29号）その他市の諸規程の定めるところにより処理しなければならない。 

横浜市事務分掌規則（抜粋） 



 

６ 

第３条 総務局の事務分掌は、次のとおりとする。 

   （危機管理室からコンプライアンス推進室まで省略） 

 人事部 

   （人事課省略） 

  労務課 

   （第１号から第９号まで省略） 

(10) 庶務事務システムを利用する職員等に係る旅費(集約化事務に係るものに限

る。)の支給に関すること。 

横浜市事務決裁規程（抜粋） 

別表第１ 

８ 出納その他財務に係る事項 

市長決裁事項 副市長専決事項 局長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

（省略） 

        (6) 支出命令に

関すること。 

(7) 適格請求書

の交付に関する

こと。 
 

 

  (3) 事務局職員の給与について 

    会計年度任用職員を除く教育委員会事務局の職員の給与については、横浜市一般職職

員の給与に関する条例（昭和26年３月横浜市条例第15号）に基づき、市長が支給します。 

    給料は、横浜市一般職職員の給与に関する条例第７条の規定により、毎月１回、市長

の定める日に、その月の月額の全額を支給することになっていますが、職員がその職務

に従事しないときは、横浜市一般職職員の給与に関する条例第13条の規定に基づき、そ

の職務に従事しない１時間につき、同条例第19条に規定する勤務１時間当たりの給与額

を減額します。 

なお、教育委員会事務局に勤務する会計年度任用職員の給与についても、横浜市会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年10月横浜市条例第24号）に同

種の規定があります。 

    事務局職員への給与の支給に関することについては、法第180条の２、市長の管理執

行する教育事務等についての教育次長等の補助執行に関する規程及び横浜市事務決裁規

程別表第１の規定により、課長専決事項となっています。 

    事務局職員を含む職員の給与に関する事務は、原則として横浜市人事給与オンライン

システムで管理されており、人事労務主管課長（教育委員会事務局においては横浜市教

育委員会事務局事務分掌規則（平成22年３月教育委員会規則第11号）第２条総務部の款
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職員課の項職員係の部第１号に掲げる事務を分掌する教育委員会事務局総務部職員課長）

が月の初日から末日までの勤務実績及び勤怠状況についてオンライン入力処理を行い、

給与の支給に係る支出命令については横浜市事務分掌規則第３条人事部の項労務課の部

第１号の規定により総務局人事部労務課長が行います。 

横浜市一般職職員の給与に関する条例（抜粋） 

(給料の支給方法) 

第７条 給料は、毎月１回、市長の定める日に、その月の月額の全額を支給する。た

だし、市長が特に必要と認めた場合には、月の初日から15日まで及び月の16日から

末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。 

 

(欠勤等の場合の給料) 

第13条 職員が、その職務に従事しないときは、人事委員会規則で定める場合を除く

外、その職務に従事しない１時間につき、第19条に規定する勤務１時間当りの給与

額を減額する。 

 

(勤務１時間当たりの給与額の算出) 

第19条 勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、

初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額を１月の勤務時間で除した

額とする。 

横浜市教育委員会事務局事務分掌規則（抜粋） 

(事務分掌) 

第２条 部、事務所、課、室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。この場合にお

いて、教育長は、別表の規定にかかわらず、各学校教育事務所の管轄する学校につ

いて、必要に応じて変更することができる。 

 総務部 

   （総務課及び教育政策推進課省略） 

  職員課 

   職員係 

(1) 事務局及び教育機関(横浜市立学校条例(昭和39年３月横浜市条例第19号)第

２条に規定する学校(以下「学校」という。)を除く。次号及び第３号において

同じ。)の職員の人事及び給与、勤務条件その他の労務に関すること。 

   （第２号から第６号まで省略） 

横浜市事務分掌規則（抜粋） 

第３条 総務局の事務分掌は、次のとおりとする。 

   （危機管理室からコンプライアンス推進室まで省略） 

  人事部 

   （人事課省略） 

   労務課 

(1) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 

   （第２号から第 12 号まで省略） 

横浜市事務決裁規程（抜粋） 

別表第１ 

５ 予算の編成及び執行に係る事項 



 

８ 

     

市長決裁事項 副市長専決事項 局長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

（省略） 

    
 

  (11) 支払金額

の確定している

諸給与金その他

の支出に関する

こと(総務局人

事部労務課長、

港湾局総務部経

理課長(埋立事

業会計に係るも

のに限る。)、

教育委員会事務

局教職員人事部

教職員労務課

長)。 
 

  (4) 本件職員動員に係る出張命令について 

    監査対象局からの報告によれば、本件職員動員による出張について、333件の市内出

張命令（以下「本件各出張命令」といいます。）がありました。また、本件各出張命

令は、出張した職員の所属に対応した専決権者において行われていました。 

    なお、本件裁判の傍聴には、本件各出張命令による出張のほか、人事担当部門の職員

が事案の経過の記録等のため出張していました。 

本件各出張命令の概要は、以下のとおりです。 

公判時期 公判回数 
出張人数 

（延べ人数） 
所属 職種 

出張命令 

の件数 

令和元年度 

 

３回 66 人 教職員人事

部、人権健

康教育部及

び学校教育

事務所 

行政職員及

び会計年度

任用職員 

49 件 

令和５年 

12 月 

１回 38 人 教職員人事

部、人権健

康教育部及

び学校教育

事務所 

行政職員及

び会計年度

任用職員 

25 件 

令和６年 

１月 

２回 87 人 学校教育企

画部、教職

員人事部、

人権健康教

行政職員及

び会計年度

任用職員 

61 件 



 

９ 

育部及び学

校教育事務

所 

令和６年 

２月 

１回 43 人 学校教育企

画部、教職

員人事部、

人権健康教

育部及び学

校教育事務

所 

行政職員及

び会計年度

任用職員 

33 件 

令和６年 

３月 

３回 131 人 学校教育企

画部、教職

員人事部及

び学校教育

事務所 

行政職員及

び会計年度

任用職員 

118 件 

令和６年 

４月 

１回 49 人 学校教育企

画部、教職

員人事部及

び学校教育

事務所 

行政職員及

び会計年度

任用職員 

47 件 

合 計 

 

11 回 414 人   333 件 

  (5) 本件職員動員に基づく公金の支出について 

   ア 本件職員動員に基づく出張旅費の支給について 

監査対象局からの報告によれば、監査対象期間において、本件職員動員により出

張した事務局職員に支給され、又は支出命令があった出張旅費の総額は、88,636円

でした。本件各出張命令に係る出張旅費の支出命令は、出張した職員の所属に対応

した事務局課長（庶務事務システムを利用する職員の出張旅費に係るものにあって

は総務局人事部労務課担当課長）において行われていました。 

   イ 本件職員動員により出張した期間に係る給与額について 

     監査対象局からの報告によれば、本件職員動員により出張した職員の１回の公判期

日に係る出張時間は、おおむね３時間で、監査対象期間における当該職員に係る横浜

市一般職職員の給与に関する条例第19条及び横浜市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例第13条による当該出張した期間に係る勤務１時間当たりの給与額の

総額は、2,960,802円でした。 

     本件職員動員により出張した職員に対する当該出張した期間に係る勤務１時間当た

りの給与額を含む給与の支給に係る支出命令は、教育委員会事務局総務部職員課長に



 

１０ 

よる横浜市人事給与オンラインシステムへのオンライン入力の内容に基づき総務局人

事部労務課長において行われていました。 

横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（抜粋） 

(勤務１時間当たりの給与額の算出) 

第13条 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の勤務１

時間当たりの給与額は、その者の受ける基本報酬の日額をその者について定められ

た１日の勤務時間で除して得た額とする。 

２ 月額による給料等の支給を受ける会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額

は、常勤職員の例(基本報酬にあっては、常勤職員の給料の例)により算出して得た

額とする。 

ウ 「公判傍聴への職員動員にかかる検証結果報告書」及び同報告書を受けた監査対象

局の対応について 

監査対象局では、複数の弁護士による「検証チーム」を設置し、本件職員動員及び

それに基づく公金の支出等についての検証が行われ、令和６年７月26日に「検証チー

ム」から「公判傍聴への職員動員にかかる検証結果報告書」により結果（以下「検証

結果」といいます。）が報告されました。 

検証結果を受けて、監査対象局から同日に「旅費相当額については、前教育長をは

じめ関係部長以上の職員が自主的に返納する」ことが「公判傍聴への職員動員にかか

る検証結果報告書を受けた対応について」において、監査委員に対して報告され、令

和６年７月29日に127,622円が横浜市に対して返納されたことが、令和６年７月26日

付寄附申出書及び同月29日付の領収日付印のある「納入通知書兼領収書」により確認

されました。 

 

 ３ 監査委員の判断 

   以上を踏まえ、監査委員は、次のとおり判断しました。 

  (1) 本件職員動員について 

    検証結果において、本件職員動員は、公開裁判の原則の趣旨に反する行為であり、ま

た、教育委員会として行うべき職務の範囲を逸脱しており、その意味において地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第 21 条に反し、違法であると評価されました。 

    監査対象局の説明によれば、本件職員動員は、児童生徒に関するプライバシー情報へ

の配慮を目的として、法廷の傍聴席を埋めるために行われたものであるから、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第21条に掲げる教育委員会の職務権限に直接該当
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するものではない違法なものであると評価せざるを得ません。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育委員会の職務権限） 

第 21 条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲

げるものを管理し、及び執行する。 

(1) 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関（以下

「学校その他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。 

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産（以下

「教育財産」という。）の管理に関すること。 

(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任

免その他の人事に関すること。 

(4) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退

学に関すること。 

(5) 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導

及び職業指導に関すること。 

(6) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

(7) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 

(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 

(9) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、

厚生及び福利に関すること。 

(10) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 

(11) 学校給食に関すること。 

(12) 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 

(13) スポーツに関すること。 

(14) 文化財の保護に関すること。 

(15) ユネスコ活動に関すること。 

(16) 教育に関する法人に関すること。 

(17) 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 

(18) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関するこ

と。 

（19） 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関す

る事務に関すること。 

  (2) 本件各出張命令について 

    教育委員会は、その職務を遂行するために合理的な必要性がある場合には、その裁量

により、補助職員に対して出張命令を発することができますが、裁量権の行使に逸脱

又は濫用があるときは、当該出張命令は違法となるというべきです。このことは、出

張命令が委任を受けるなどして出張命令の権限を有するに至った職員により発せられ

る場合にも同様に当てはまるものと解されます（最高裁判所平成17年３月10日第一小

法廷判決参照）。 

    本件各出張命令は、学校教育事務所長から関係部長宛てに発出された傍聴依頼文書を
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受けて、出張した職員の所属に対応した専決権者により行われたものです。 

本件職員動員は、教育委員会の職務権限に直接該当するということはできず、刑事

訴訟における被害者情報の保護については、刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第

290 条の２第１項又は第３項の規定により当該事件の被害者側からの申出に基づき被害

者特定事項（同条第１項に規定する被害者特定事項をいいます。）を公開の法廷で明

らかにしない旨の裁判所の決定を受ける等、本件職員動員以外の方法もあった考えら

れること及び各公判期日において被害生徒児童の氏名や学校名は明らかにされていな

かったことが確認されていることから、本件各出張命令に合理的な必要性があったと

いうこともできません。 

監査対象局においては、外部からの問合せにより事実関係を確認し、見直されるまで、

本件職員動員による出張命令が組織的に継続して行われており、それについては、令和

６年５月 22 日市会常任委員会で監査対象局も行き過ぎた行為であったと認めています。 

そのため、本件各出張命令には、裁量権を逸脱し、又は濫用した違法があるという

べきです。 

しかし、本件各出張命令については、前記２(4)のとおり、出張した職員の所属に対

応した専決権者において行われているため、権限のある者により行われ、監査対象局か

らの報告によれば、出張した職員の全員から復命が行われています。 

また、本件各出張命令の法的な課題や公務の位置づけの可否などについて、監査対象

局において「検証チーム」で検証を行う必要があったことも踏まえると、本件各出張命

令の瑕疵は、何人の判断によっても外形上客観的に明白であるとまでは言い切れません。 

そのため、本件各出張命令は、違法ではあるものの、重大かつ明白な瑕疵があるとま

で言うことはできません。 

最高裁判所平成 17 年３月 10 日第一小法廷判決（抜粋） 

(1) 本件旅行命令の適否について 

  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の公務を遂行するために合理的

な必要性がある場合には、その裁量により、補助機関である職員に対して旅行命令

を発することができるが、上記裁量権の行使に逸脱又は濫用があるときは、当該旅

行命令は違法となるべきである。このことは、旅行命令が普通地方公共団体の長か

ら委任を受けるなどしてその権限を有するに至った職員により発せられる場合に

も、同様に当てはまるものと解される。 

刑事訴訟法（抜粋） 

第 290 条の２ 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害

者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から
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申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者

特定事項（氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項を

いう。以下同じ。）を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。 

   （第１号から第３号まで及び第２項省略） 

③ 裁判所は、第一項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情に

より、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはそ

の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させ

る行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合において、検察官

及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開

の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。 

  (3) 本件職員動員に基づく公金の支出について 

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育

機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を

定めるものであるところ、同法では、地方公共団体の長の権限で行うこととなってい

る財務会計上の事務を除き、教育に関する事務の広範な事項が教育委員会の権限に属

する事務となっています。 

    このような教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、地方

公共団体の長は、独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容に属する

事項については、著しく合理性を欠き、これに予算執行の適正確保の見地から看過し

得ない瑕疵の存する場合でない限り、その内容に応じた財務会計上の措置を執る義務

があると解するのが相当であって、地方公共団体の長の有する予算の執行機関として

の職務権限には、おのずから制約が存するというべきです（最高裁判所平成４年12月

15日第三小法廷判決参照）。 

本件各出張命令は、教育委員会又は教育長の権限により発せられたものであり、教育

委員会がその独自の権限に基づいて発した出張命令については、市長は指揮監督等の権

限を有しないことから、重大かつ明白な瑕疵がない限り、市長は、その内容に応じた財

務会計上の措置を執ることになります（最高裁判所平成４年 12 月 15 日第三小法廷判決

及び最高裁判所平成 15 年１月 17 日第二小法廷判決参照）。 

最高裁判所平成４年 12 月 15 日第三小法廷判決（抜粋） 

 地方自治法 242 条の２の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又

は職員による同法 242 条１項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は

是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保

することを目的とするものである（最高裁昭和51年（行ツ）第 120号同 53年３月 30

日第一小法廷判決（中略）参照）。そして、同法 242 条の２第１項４号の規定に基づ

く代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟は、このような住民訴訟の一類
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型として、財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し、職務上の義務に違

反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を求める

ものにほかならない。したがって、当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定

に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違

法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体

が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相

当である。 

 

右のような教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、教

育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分（地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第 23 条３号）については、地方公共団体の長

は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過

し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財務会計上

の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解するのが相当で

ある。けだし、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正を確保すべき

責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基づく独立した機

関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るものではなく、この

ことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職務権限には、おのず

から制約が存するものというべきであるからである。 

最高裁判所平成 15 年１月 17 日第二小法廷判決（抜粋） 

地方公務員法の規定によれば、地方公共団体の職員は、上司の職務上の命令に忠実

に従わなければならないものとされており（同法 32 条）、上司の職務命令に重大か

つ明白な瑕疵がない限り、これに従う義務を負うものと解される。上記服務関係から

すれば、地方公共団体の職員が職務命令である旅行命令に従って旅行をした場合に

は、職員は、旅行命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り、当該旅行に対して旅費の支

給を受けることができ、それが不当利得となるものではない。 

ア 出張旅費について 

本件各出張命令による出張旅費の支出命令については、出張した職員の所属に応じ

た事務局課長又は総務局人事部労務課担当課長により決裁され、関係法規に基づき支

給されています。 

また、本件各出張命令に従い出張した職員は、地方公務員法（昭和 25年法律第 261

号）第 32 条の規定に基づき職務上の命令に従い出張したものであり、本件各出張命

令が違法であることを認識していたなどの事情も存在しません。 

     前記(2)のとおり、本件各出張命令に重大かつ明白な瑕疵はないことから、本件各

出張命令に従い出張した職員が出張旅費を受領したことについて、不当に利得して

いるということはできないし、本件職員動員による出張旅費の支出命令は財務会計

法規上の義務に違反するものではありません。 

なお、令和６年７月29日に、前教育長をはじめ関係部長以上の職員から本件職員動

員に基づく出張旅費に相当する額127,622円が横浜市に対して自主的に返納されたこ
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とが確認されました。 

地方公務員法（抜粋） 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第 32 条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則

及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に

従わなければならない。 

イ 給与について 

     本件各出張命令は、職員に対し職務を離脱させる意図をもって行われたものではな

く、本件各出張命令による出張は、職員が故意に職務を放棄する目的で行ったもの

でもありません。 

本件各出張命令に重大かつ明白な瑕疵はないことから、当該出張の期間に係る１時

間当たりの給与額を減額せずに支給したことについても、本件各出張命令に従って出

張した職員には労務の対価として当該出張の期間を含む給与を受ける法律上の原因が

あり、横浜市一般職職員の給与に関する条例第13条及び横浜市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例第12条の規定を適用して給与額を減額する理由はありま

せん。 

横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

(欠勤等の場合の給与) 

第 12 条 会計年度任用職員が、その職務に従事しないときは、規則で定める場合を

除くほか、その職務に従事しない１時間につき、次条に規定する勤務１時間当たり

の給与額を減額する。 

 

 ４ 結論 

以上のことから、本件職員動員により出張した職員に対する監査対象期間における出張

旅費の支給及び当該出張の期間に係る１時間当たりの給与額を減額せずに支給したこと

については違法又は不当な財務会計上の行為に該当するとは言えず、請求人の主張には

理由がないと判断しました。 

 

 ５ 意見 

まず、検証結果において、本件職員動員が、憲法違反ではないが公開裁判の原則の趣旨

に反する行為であるとされたこと及び教育委員会として行うべき職務の範囲を逸脱してお

り、その意味において地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条に反し、違法であ

るとされたことは、教育委員会において重く受け止めるべきです。 
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本件請求に関し、教育委員会は、法第199条第８項の規定に基づく監査委員からの質問

及び書類の提出依頼に対して、「検証チーム」の検証中であることを理由にして、法第

242条第６項に定める期間間際まで書類を提出せず、また、対応方針も示しませんでした。 

このことは、時間的な制約のある住民監査請求の監査において、監査委員が余裕のない

中で判断せざるを得ない状況につながり、監査過程に重大な影響を与えたと言わざるを得

ず、大いに反省を求めます。 

また、本件職員動員による出張命令は、外部からの問合せにより調査し、見直されるま

で、組織的に継続して行われていました。検証結果において、「教育長及び各学校教育事

務所長の本件動員の意思決定」の法的問題については結論を得るに至っていないことから、

教育委員会においては、検証結果も踏まえて、本件職員動員の問題点を明らかにし、再発

防止に向けた抜本的な改善につながる取組をされるよう求めます。 

教育委員会は、横浜市立小中学校506校、教職員数２万人を超える巨大組織であり、組

織運営に当たり苦労されることも多くあろうと想像します。そのような中でも、教職員は、

約26万人の児童生徒と真摯に向き合い、児童生徒が健やかに育ってゆくための取組を熱心

に行っていくことが必要です。 

   本件請求を契機に、市民の教育委員会への信頼回復のため、今後の組織風土改革に期待

します。 

 

 ６ 判断の根拠とした書類 

(1) 見解書 

(2) 令和６年６月 18 日監監第 254 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提

出について（依頼）」に対する回答及び提出資料 

(3) 令和６年７月５日監監第 318 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提出

について（依頼）」に対する回答及び提出資料 

(4) 令和６年７月９日監監第 329 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提出

について（依頼）」に対する回答及び提出資料 

(5) 令和６年７月 12 日監監第 346 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提

出について（依頼）」に対する回答及び提出資料 

(6) 「公判傍聴への職員動員にかかる検証結果報告書」 
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(7) 「公判傍聴への職員動員にかかる検証結果報告書を受けた対応について」 

(8) 寄附申出書（令和６年７月 26 日） 

(9) 納入通知書兼領収書（納入通知日 令和６年７月 26 日） 




































































